
高線量下の作業に関する提言について

１．事故直後の状況において、100mSv以上の作業を許容したことが有効で

あったことを踏まえ、法律に規定する緊急作業に係る線量限度の引き

上げを検討するとともに、線量限度を絶対的なものとするのか目標値

とするのか、取り扱いを検討して下さい。

２．民間運送事業者による福島第一原子力発電所への資機材の直接輸送が

できなかったなど、発電所内への輸送に支障が生じた事実を踏まえて、

防災関係者も含めた線量管理方法等の対応策を検討して下さい。

３．シビアアクシデント発生時における作業では、極めて高い放射線量や

高温などで立ち入ることが不可能な箇所があったので、事業者がそう

いった場所を事前に把握し、遠隔操作等で対応できるようにして下さ

い。

４．作業員の安全を確保する意味からも、緊急時においても作業現場の放

射線量を確実に把握できるようなモニタリング機器や体制を整備して

下さい。

５．津波などの影響で線量計が足りなくなったことや、マスクなどの防護

資機材が不足したことを踏まえ、必要数や配置場所などを検討し、対

策を確実に行って下さい。

６．緊急的に事故対応に従事することになった作業者については、短時間

で不十分な放射線教育しかできなかったことから、平時から、緊急時

作業用の放射線教育を、事故対応に関わる可能性がある者に実施する

体制を整備して下さい。

７．福島第一原子力発電所内にあったホールボディカウンター４台が全て

汚染により使用不可能になり、内部被ばくの管理に支障を生じたこと

から、発電所外の機器設置も含めて、作業者の内部被ばくの管理体制

の整備を行って下さい。


